
 

2021年７月 21 日 

リサイクル燃料貯蔵株式会社 

 

 

リサイクル燃料備蓄センターの工事計画および貯蔵計画の 

変更届出について  

 

当社は、リサイクル燃料備蓄センターの工事計画および貯蔵計画の変更について、原子

力規制委員会に届出いたしましたので、お知らせいたします。 

 

○ 事業許可申請書の工事計画の変更届出 

・「五、使用済燃料貯蔵施設の工事計画」 

追加工事開始を「2019 年度」から「2021 年度」に変更 

工事計画に記載する事業開始を「2021 年度」から「2023 年度＊」に変更 

 

＊事業開始時期については、使用済燃料を収納した金属キャスクの搬入までに定める 

保安規定の変更認可の見通しが得られた段階で見極めるため、現時点では暫定的な 

ものである。 

 

○ 貯蔵計画の変更届出 

・2021 年１月 28 日に届出を行った貯蔵計画の変更（2021 年度～2023 年度）  

（具体的変更内容） 

 2021 年度 １基 → ０基 

 2022 年度 ５基 → ０基 

 2023 年度 ８基 → １基 

 

別紙１：五、使用済燃料貯蔵施設の工事計画 

別紙２：貯蔵計画 

参考資料：（資料１）事業開始見込み時期変更の理由 

     （資料２）新規制基準適合性審査の変遷 

     （資料３）事業開始までの流れ 

以 上 

 

 

 

 

【本件に関するお問い合わせ】 

リサイクル燃料貯蔵株式会社 

立地・広報グループ TEL 0175-25-2992 

 



 

 

 

【別紙１】 

五、使用済燃料貯蔵施設の工事計画
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＊：事業開始時期は，使用済燃料を収納した金属キャスクの搬入までに定める
保安規定の変更認可の見通しが得られた段階で見極めるものとし，それに
合わせて法第四十三条の七第二項に定める工事計画の変更の届出を行う。

＊：事業開始時期は，使用済燃料を収納した金属キャスクの搬入までに定める

保安規定の変更認可の見通しが得られた段階で見極めるものとし，それに

合わせて法第四十三条の七第二項に定める工事計画の変更の届出を行う。



 

様式第１　（第23条関係）

住所

氏名

封入した
容 器 数
（体）

燃料体数
（体）

ウランの
量
（トン）

ウラン
235の量
（トン）

プルトニ
ウムの量
（トン）

封入した
容 器 数
（体）

燃料体数
（体）

ウランの
量
（トン）

ウラン
235の量
（トン）

プルトニ
ウムの量
（トン）

封入した
容 器 数
（体）

燃料体数
（体）

ウランの
量
（トン）

ウラン
235の量
（トン）

プルトニ
ウムの量
（トン）

BWR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PWR － － － － － － － － － － － －

BWR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PWR － － － － － － － － － － － －

BWR 0 0 0 0 0 0 0 0

PWR － － － － － － － －

BWR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PWR － － － － － － － － － － － －

BWR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PWR － － － － － － － － － － － －

BWR 0 0 0 0 0 0 0 0

PWR － － － － － － － －

BWR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PWR － － － － － － － － － － － －

BWR 1 69 12 1 0 0 0 0 1 69 12 1

PWR － － － － － － － － － － － －

BWR 1 69 12 1 0 0 0 0

PWR － － － － － － － －

BWR 1 69 12 1 0 0 0 0

PWR － － － － － － － －

　注 燃料体の種類別に記載すること。
　備考1 ウラン、ウラン235又はプルトニウムの量は、原子核分裂させる前のものを記載すること。
　　　2 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

BWRは発電用の軽水減速、軽水冷却、沸騰水型原子炉の使用済ウラン燃料を示す。
PWRは発電用の軽水減速、軽水冷却、加圧水型原子炉の使用済ウラン燃料を示す。
ウランの量、ウラン235の量、プルトニウムの量が１トン未満の場合は１(トン)と記載する。
各欄毎に端数処理（四捨五入）を実施しているため、上期・下期の和と計が一致しない場合がある。

上　期

下　期

計

リサイクル燃料備蓄センター

青森県むつ市

名　　　称

貯　　　　蔵　　　　計　　　　画

事業所

燃料体の
種    類
（注）

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第43条の13及び使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則第23条第3項の規定により次のとおり届け出ます。

期　　末　　在　　庫　　量

リサイクル燃料貯蔵株式会社　代表取締役社長　高橋　泰成

RFS発官３第12号

合　　　計

最大貯蔵能力（トン）

2023年度

上　期

所　在　地

計

2021年度

下　期

計

2022年度

上　期

     令和3年7月21日

原子力規制委員会　殿

下　期

約3000

使　用　済　燃　料　受　入　量 使　用　済　燃　料　払　出　量

青森県むつ市大字関根字水川目596番地1

項 目

期別年度別

期別年度別

【別紙２】



 

 

 

 

 

2020年度 2021年度 2022年度 2023年度

事業変更許可

設工認（２分割申請）

対策工事 対策工事冬季制限

事業開始（見込み）
▼許可（2020.11.11）

約1.5年遅れ

約1.5年以上の遅れ

約１年弱の増加

（約２年遅れ）

▼2022年度上期後半

【2018.12の時点】

○安全性向上の観点から、保守的な23m

の「仮想的大規模津波」の襲来を設定

○津波により貯蔵建屋は損傷しない評価

○安全確保の設計方針（津波防護方針）

は未定

2019年度末までに取得見込み

対策工事は天井クレーンの耐震補強工

事などで数か月程度を想定

【2021.７の現状】

事業変更許可

○2020年11月取得

○2019年2月に津波防護方針が決定し、

津波により貯蔵建屋の一部が損傷する

ことを前提として安全評価をすること

になり、審査に時間を要した。

設工認

事業変更許可の遅れもあり、現時点でも

審査中

対策工事

新たに地下燃料タンクの建設工事が追

加されるなど対策工事の物量が増加し

た。

事業開始見込み時期変更の理由

審査に時間を要したこと（当初、設工認認可を2019年度末と見込んでいたが、現在も審査

中；約1.5年以上の遅れ）に加え、追加工事の物量が増加し長期化（約1年弱の増加）したこと

により、事業開始の見込み時期は、約２年の遅れ。

（２分割申請）

11月～3月まで日本海冬季

輸送制限あり

（約1.5年遅れ）

（約1.5年以上の遅れ）

（約１年弱の増加）

2019年度上期取得見込み

事業変更許可

設工認

対策工事

「事業開始見込み時期」は、あくまでも暫定的なものであり、保安規定

の変更認可の見通しが得られた段階で見極めることとする。

資料１ 参考資料 



 

 

資料２ 

津波

23mの津波想定

津波により貯蔵建屋の一部が損傷することを前提として安全評価を行うように変更。

津波

キャスク

地下燃料タンク

更なる安全性向上の観点から、保守的な「仮想的大規模津波」の襲来を設定。

貯蔵建屋は損傷しない前提で安全評価を実施。

貯蔵建屋

新規制基準適合性審査の変遷

落下物(鉄骨)

電源車

貯蔵建屋

損傷

23mの津波襲来を設定したが、安全確保のための設計方針が決まっていなかった

設計方針の決定前は、追加工事は小規模なも

の（耐震補強工事；数か月）を想定していた

が、追加工事の物量が増加し長期化（地下燃

料タンク；1年強）した。このため、審査に

時間を要したこと(当初、設工認認可2019年

度を見込んだが、現在も審査中）を含め、現

時点の事業開始の見込み時期が２年遅れるこ

ととなった(2021年度→2023年度）。

保安規定審査では、追加工事完了後の設備を

用いた保安活動の確認がされることもあり、

審査期間を設定することが困難となることか

ら、事業開始時期を見極める時期を「設工認

認可後」から、その後の「事業開始段階の保

安規定の変更認可の見通しが得られた段階」

とする。

金属キャスクに落下物があたり、キャスクが損傷することを想定

【仮想的大規模津波とは】

青森県（2013,1）による敷地付近の津波

想定（11.5m)を２倍としたもの

①

①

②

②

【2018年12月】事業開始時期変更検討時

【2019年２月】津波防護方針決定後

【2020年11月】設計方針に以下の内容を反映し、事業変更許可取得

貯蔵建屋の一部損傷、金属キャスク損傷を前提

[運 用]

↓

安全確保のための主な保安活動

・キャスクの保守、検査

・電源供給の継続、監視

[設 備]

津波浸水をしない高台に電源等を確保

↓

電源維持のために燃料供給のタンク設置（地下）

燃料供給電気供給

地下燃料タンク
(追加工事で新設)

電源車
可搬型計測器等

（保安活動の一例）



 

 事業開始 までの流れ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業変更許可申請 

新規制基準への適合性審査会合 

設工認申請審査 

安全対策追加工事 

２０２１年２月２６日申請 

設工認申請認可 

意見公募、経産相と原子力委員会に意見
聴取 

２０２０年７月２８日 

実キャスクの海上輸送・搬入 

使用前事業者検査 

地元との安全協定締結 

最終使用前事業者検査 

検査合格(完工) 

事業開始 

２０２０年９月１６日  

事業変更申請許可（審査合格） 

補正申請書提出 

２０２１年４月１日 施行 

２０２０年１１月１１日許可 

建設段階保安規定申請 

建設段階保安規定認可 

事業開始段階保安規定認可 

（事業開始時期見極め） 

事業開始段階保安規定申請 

２０２２年度上期後半 

２０２３年度（見込） 

２０２３年度（見込） 

２０１４年１月１５日申請 

資料３ 


